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上
尾
市

牧場体験をしませんか⁉

　好みの食材を持ち込んで、手軽に自然の中での
BBQ を楽しもう！（予約制）

バーベキュー場では、用具のレンタル
を行っています。

あなたの知らない北海道が、ここにあります！

　榎本牧場では、有料にて牧
場体験コースを実施していま
す。牛の乳搾り体験、バター
作り、ブラッシングなどの体
験ができます。

２日前までに予約をしてください。
☎ 048-726-1306

要予約

牛
の
乳
搾
り
や

バ
タ
ー
を
作
ろ
う
！

写真撮影：関口哲雄

　榎本牧場では 70 頭余
りの乳牛を飼育してい
ます。牛以外にもロバ、
ミニブタ、ニワトリな
どたくさんの動物たち
が暮らしています。

写真提供：榎本牧場
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手作り生キャラメル

　牧場で搾った新鮮
な牛乳にはちみつ・
砂糖・バターを加え
て作った生キャラメ
ル（数量限定）。

できたての新鮮なヨーグルトや
ジェラートを楽しもう‼

◎協力・写真提供：上尾市、桶川市、伊奈町、農事組合法人榎本牧場、桶川市観光協会、伊奈町観光協会、株式会社ゼロナビ、本田航空株式会社　
◎取材・本文写真撮影：関口哲雄、中小路隆哉、板東明美、吹井久仁子

2 ～ 3……春風に誘われて「榎本牧場」へ
4 ～ 5……桶川べに花まつり
6 ～ 7……バラの町伊奈
8 ～ 9……まつり、見どころ Information

《巻頭グラビア》

　新鮮な牛乳をたっぷりと使った
ジェラート。脂肪分を抑えて、さっ
ぱりとした中にもコクのある味で
す。ミルク、抹茶、小倉などの定
番に加え季節メニューもあります。

榎本牧場のヨーグルト

　牧場搾りたてのミ
ルクを低温でじっく
りと発酵させた生乳
100 パーセントの飲
むヨーグルトです。
香料保存料などの添
加物は一切使用して
いません。

もうひとつの
隠れた見所！

　殿山遺跡からは瀬
戸内地方の国府型と
南関東の茂呂型の石
器が出土しており、
西日本と東日本の文
化交流の証拠と考え
られています。

殿山古墳は榎本牧場の隣にあります

墳丘上の稲荷神社

● 営業時間 /9：30〜17：00
● 駐車場あり

【アクセス】
※上尾駅よりバスを利用する場合
市内循環バス「ぐるっとくん」の「平
方丸山公園線」または東武バスの

「畔吉経由西上尾車庫行き」に乗車。
「畔吉停留所」（所要時間：約 30 分）
で下車、徒歩５分。

埼玉県上尾市畔吉736-1　☎ 048-726-1306
mail：enomoto@os.rim.or.jp
http://www.enoboku.com/

10 ……自転車損害保険等への加入が義務化されました
12 ……公共工事の入札に参加するには
14……行政書士定期無料相談会

特集

評判のジェラ
ート

表紙写真：べに花畑と気球
写真提供：桶川市観光協会 
　　　　　　（べに花写真コンテスト入賞作品）
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桶
川
市
桶川べに花まつり

　かつて中山道の宿場町として栄えた桶川市は、江戸時代後期には紅花の一大産地
としても知られていました。桶川の良質な紅花は「桶川臙脂（えんじ）」と呼ばれ、
桶川の発展の礎となりました。
　桶川に紅花が咲き乱れる 6 月中旬から下旬には「べに花まつり」が開催され、桶
川市農業センター周辺で「紅花染め体験」や「特産品 ･ グルメの物産市」などの様々
なイベントが行われます。※イベントは変更となる場合があります。

紅花の見頃
6月中旬〜下旬

6月16日（土）・17日（日）
午前 9 時 30 分〜午後4 時

2018年のイベント開催日

問い合せ：桶川市役所産業観光課
　　　　　☎ 048-786-3211

写真提供：桶川市観光協会（べに花写真コンテスト入賞作品） 写真提供：桶川市

写真提供：桶川市

メイン会場の様子
紅花染め体験



5

〜ふるさとの文化を伝える〜

アクセス　● 車 : 桶川北本 IC より約10分　
　　　　　　　 　● 交通 : 桶川駅西口より東武バス「川越駅行」約15 分、山ヶ谷戸下車、徒歩 15 分

離れ「和心庵」長屋門

べに花ふるさと館は、約100年前の

       ふるさとの風景を今に伝えています。

http://www.furusatokan.or.jp/
・アクセスはホームページをご覧ください。

埼玉県桶川市加納 419-1 ☎ 048-729-1611
利用時間：午前 9 時〜午後 9 時

　荒川沿いの自然の中にあるホンダエア
ポートは、滑走路から飛び立つ小型機を間
近に見ることができます。また、見通しの
良い広大な敷地では、季節によって色を変
える草花などを楽しむことができます。
※詳細はホームページをご覧ください。

　　　桶川市川田谷 荒川河川敷

本田航空株式会社　☎ 049-299-1111（代表）

http://www.honda-air.com/

耳より

トピック
ス

現在、改修工事中のため休館中です。リニューアル
オープンは平成 30 年５月１日の予定です。

受講料：1,500 円／回（1 回で完結）
毎月第 3 木曜日　午後 1 時〜 5 時
　粉を混ぜるところから切って食べるまで、
うどん作りの一連の流れを体験することが
できます。

　べに花ふるさと館では桶川名物の手打ち
うどんなどの食事が楽しめます。また、う
どん打ち教室や染め物教室など様々な体験
ができる他、あおぞら市などの各種イベン
トも定期的に行われています。

◇開催されている各種体験教室
染物教室・書道教室・木工細工教室・陶芸教室・うどん打ち教室・そば打ち教室

　操縦士訓練のための飛行場では、小型機の操縦訓練
を目の前で見られます。また、埼玉県防災航空隊の基
地があり、上空からの消火・救助・救急活動等を通し
て県民の安心・安全の確保に努めています。

うどん打ち体験

写真提供：桶川市
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伊
奈
町

バラまつり写真提供：伊奈町観光協会

伊奈町制施行記念公園は昭和48年に
開園されました。公園には、野球やテニ
スなどのスポーツ施設や水辺の広場な
どのレクリエーション施設があり、子
供から大人まで楽しむことができます。

また、園内のバラ園では約1.2ヘク
タールの敷地に、400種5000株を超え
るバラが植えられており、春（5月中旬

から6月上旬）と秋（10月下
旬から11月中旬）に見頃
をむかえます。

伊奈町制施行記念公園
埼玉県北足立郡伊奈町小針内宿732-1
利用時間：常時開放
　　　　　（春の有料期間は 9：00〜18：00）
入 園 料：無料（春のバラ開花期間は有料 350円、障害者
　　　　　　手帳提示者およびその介助者、18歳以下は無料）
アクセス：ニューシャトル 内宿駅より徒歩10分
駐車場・駐輪場：あり（無料）
●問い合せ：伊奈町都市計画課
　　　　　　☎ 048-721-2111

【開催日：10月28日（日）】　 秋バラと音楽・芸術・グルメなど
イベントがいっぱい！ジャズ演奏なども行われます。

秋のバラまつり　～毎年10月に一日限定で開催～

春と秋に色とりどりのバラが 咲き誇ります

【開催日：5 月10 日（木）〜 6 月上旬】 　春のバラまつりでは満開のバラのライ
トアップイベントも行われるほか、さまざまな楽しいイベントが開催されます。
毎年期間中に 5 万人以上が町内外から訪れる人気の催しです。

春のバラまつり　～毎年 5月に開催　多くの人々を魅了！～

詳細は
伊奈町観光協会
ホームページで
ご確認ください。

バラの
町

伊奈



イラスト / しげおか秀満
伊奈町産「彩のかがやき」を使用した日本酒

日本酒3本セット「伊奈氏三代」
伊奈備前守忠次公の顕彰活動の

一環として、数量限定で伊奈氏
三代「忠次」「忠政」「忠治」
の 名 を 冠 し た 日 本 酒 3 本
セットが発売されています。

各300㎖
価格：3,240円（税込）
製造：神亀酒造株式会社
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伊奈町制施行記念公園

町名の由来にもなっている、江戸時代の偉人 伊
い な び ぜ ん の か み た だ つ ぐ

奈備前守忠次

伊奈氏屋敷跡　二の丸と石碑

伊奈備前守忠次公（1550〜1610）は、1550年三河国生
まれ。幼少のころから人並みはずれた秀才で、33歳で徳
川家康に仕え治水、土木、開田等に力を発揮し、徳川家の財
政の安定に大きな貢献をしました。1590年徳川家康の関
東入国後は武州小室（現在の伊奈町）、鴻巣領１万３千石
（１万石とも）を与えられ、代官頭（後の関東郡代）として
関八州※の天領（幕府直轄地）を治め大きな功績を挙げま
した。忠次公は後に従五位下備前守に任じられています。
※関八州（上野、下野、常陸、安房、上総、下総、相模、武蔵）

　忠次公の功績を広く啓蒙することを目的に、忠次ゆかり
の地を巡るバスツアーをはじめ各種事業を展開しています。
詳細は伊奈町観光協会ホームページをご覧ください。

伊奈備前守忠次友の会（伊奈町観光協会） 
埼玉県北足立郡伊奈町小室 9454-1　☎ 048-724-1055
http://inakanko.com/

お問い合せ

伊奈備前守忠次
友の会

アロマハンドクリーム

アロマローションスプレー
パッケージのこだわりは
“隠れ伊奈ローズちゃん”

ふわっと漂う甘く爽やかなバラの香り
アロマローションスプレー＆アロマハンドクリーム

　伊奈町が日本薬科大学監修のもとに開発し
た、パラベンフリーのアロマローションスプ
レーとアロマハンドクリームです。
　ローションとクリームは、選りすぐりの天
然由来成分からつくり、ほのかなバラの香り
を実現しました。ナチュラルな香りが身体や
気分、空間もリフレッシュします。また、ハ
ンドクリームは合成化学物質を含まないので、
子どもから大人まで使用できます。

アロマハンドクリーム
4 種のハーブ（香り）
ローズゼラニウム（ニオイテンジクアオイ油）
ラベンダー（ラベンダー油）
カンファー（クスノキ樹皮油）
スイートオレンジ（オレンジ果皮油）

アロマローションスプレー
4 種のハーブ（香り）
ローズゼラニウム（ニオイテンジクアオイ油）
レモングラス（レモングラス葉油）
ユーカリ（ユーカリ葉油）
ペパーミント（セイヨウハッカ葉油）

春と秋に色とりどりのバラが 咲き誇ります

写真提供：伊奈町

写真提供：いなナビ

写真提供：いなナビ
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バラエティ豊かな
祭りを楽しもう‼

　平方のどろいんきょは、いんきょ神輿と呼ばれる装飾のない白木の神輿を水が撒
かれた神酒所の土の上で転がし激しくもみ合う、上尾市平方上宿地区の奇祭です。
神輿も転がす若い衆も、泥だらけになりながら行われる勇壮な祭りです。
開催日：７月 15 日（日）

　上尾夏まつりでは旧中山道や JR 上尾駅東西駅前
広場を中心に、８町内の神輿渡御や山車の引き回し
が行われるほか、民謡踊り・YOSAKOI ソーランな
どのイベントが開催されます。
開催日：7 月14 日（土）・15 日（日）

　桶川市民まつりは桶川市内中山道を中心に行われます。
皇女和宮が江戸下向の際に桶川宿に宿泊したことから、そ
の様子を再現した「皇女和宮行列」が行われるほか、パレー
ド、バザーなどの催しが開催されます。
開催日：11月3日（土）
●問い合せ：桶川市役所産業観光課
　　　　　☎ 048-786-3211

　伊奈まつりは毎年伊奈町制施行記
念公園で開催される夏祭りです。盆
踊りなどのイベントが行われるほか、
3500 発の打ち上げ花火は夏の伊奈の
風物詩です。
開催日：8 月18 日（土）
●問い合せ：伊奈町観光協会　
　　　　　　☎ 048-724-1055

平方のどろいんきょ

　桶川祇園祭は毎年 7 月に旧中山道で行われます。５地区による神輿渡
御や山車の曳き合わせが行われ、桶川の夏の風物詩となっています。
開催日：毎年7月15日（日）・16 日（月）
●問い合せ：桶川市観光協会 　☎ 048-776-8590

桶川祇園祭

上尾夏まつり

桶川市民まつり

伊奈まつり

写真提供：伊奈町

写真提供：桶川市

写真提供：桶川市

写真提供：上尾市

写真提供：上尾市

8



□□□□□□□□□□

矢部家住宅

上尾丸山公園

いな物産館

城山公園

　アスレチックを楽しんだりジャブジャブ池での水遊びができるほか、
桜の名所としても有名です。春には満開の桜を楽しめます。
●問い合せ：桶川市役所　城山公園管理事務所
　桶川市大字川田谷 2839-11　☎048-786-5881

写真提供：桶川市

あげお花しょうぶまつり

あげおイルミネーション

　上尾駅・北上尾駅を中心に親子で制作した「手作りイルミネーション」が並び、冬の上尾を彩ります。●期間：11 月中旬から 1 月初旬

上尾丸山公園では、3月下旬〜4月上旬に「上尾さくらまつり」、6月上旬〜中旬
には「あげお花しょうぶまつり」を開催。園内の菖蒲田で約50種1万株の花しょう
ぶが咲き誇り、訪れた人々を楽しませてくれます。
●問い合せ：上尾丸山公園  上尾市平方 3326　☎048-781-0163

　矢部家は、木半の屋号で知られた穀物問屋で、 

江戸時代には紅花商人としても活躍していました。

桶川の歴史を物語る桶川宿の代表的な建物です。

●桶川市寿 2-1-10

　いな物産館は、伊奈町で生産された米、新鮮な野菜、お菓子、伊奈産の梨
や巨峰を使用したワインやアロマハンドクリームなどの販売を行っています。
●伊奈町学園 2-188-1　ウニクス伊奈 1F　☎048-722-2619

　桶川宿は、江
戸時代の五街道

の一つである中

山道（江戸日本
橋〜京都）の江

戸から 6番目の

宿場町で、小麦
や紅花取引で栄

えました。

巨峰ワイン 梨ワイン

　伊奈町で収穫された梨と巨峰を使用した巨峰
ワイン「彩の実」と梨ワイン「乙女の香り」。昨年
の11月にリニューアルされました。●販売：いな物産館 / ヤマザキショップ内田屋 /

　　　　セブンイレブン大針店 / 埼玉屋酒店

乙女の香り720ml：１,380 円（税別）

彩の実720ml：１,580円（税別）

写真提供：上尾市
写真提供：上尾市

写真提供：伊奈町観光協会

見どころ Information
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10 自転車損害保険等への加入が義務化されました

 自転車損害保険等への加入が必要となる場合

保険の加入確認・未加入時の情報提供が努力義務となる場合

◎ 埼玉県内で自転車を利用する場合、自転車損害保険等へ
　 の加入が義務となります。

◎未成年者が自転車を利用する場合は保護者等が加入する
　必要があります。

◎ 仕事に自転車を利用する場合、自転車損害保険等への加入が義務となり
　ます。

◎ レンタル自転車を貸し付ける場合、自転車　
　損害賠償保険等への加入が義務となります。

◎ 自転車損害保険等への加入確認及び未加入者
　への情報提供が努力義務となります。

自転車利用者

自転車を
利用する事業者

学校
・

自転車販売店

自転車貸付業者

最近、自転車事故で相手の歩行者に大怪我を負
わせ、高額の賠償を命じられる事例が注目されて
います。

埼玉県では被害者の救済と加害者の経済的負担
の軽減を図るため、平成30年4月1日より条例で
自転車損害保険等への加入が義務となりました。

自転車損害保険等への加入が義務化されました平成30年4月1日より



11自転車損害保険等への加入が義務化されました

　

（紛争解決専用ダイヤル）

行政書士ADRセンター埼玉

048-833-1132 ADRセンター埼玉

〒330-0062　さいたま市浦和区仲町 3-11-11
（埼玉県行政書士会会館内）

電話受付時間　10：00～17：00（月～土）

自転車損害保険等への加入が義務化されました

ADRセンター埼玉
最大の特長

費用が安い（１期日＝１回3,600円）

期日の設定が自由（希望すれば夜間、土日も可能）

当事者が合意すれば出張調停も可能

弁護士、研修を終了した行政書士が調停人となり、
十分に話を聞いて最良の結論を導く

2

3

4

1

《行政書士ADRセンター埼玉》
　ADR とは裁判外紛争解決手続のことで、身近で起こったトラブルを当センターよ
り選任された公正中立な行政書士調停人、弁護士調停人と共に、話し合い（調停手続）

を行い、当事者双方がお互いに納得のいく解決策を作り出していく方法です。

ただし、いずれの場合も外国人の方は取扱の対象としていません。

自転車事故による紛争・物損事故紛争

未成年の子のいな い
夫婦の離婚紛争

相続に関する紛争

取扱いは
4分野

居住用建物の敷金返還及び
原状回復に関する紛争

万が一、自転車事故で紛争が起こってしまったら…
行政書士 ADRセンター埼玉へご相談ください。



12 公共工事の入札に参加するには

　　　　　　　　　　     公共工事の入札に参加するためには、許可申請や様 々な審査を受けるなどの手続が必要です。

建設業の許可は「営業所の所在地」や「下請けに発注する金額」により
4 つに分類されます。
▼事業の形態に応じて適切な許可を取得する必要があります。

◇営業所の所在地による区分
　・営業所が1つの都道府県内にある場合…………… … … 都道府県知事許可
　・営業所が2つ以上の都道府県内にある場合………… … 国土交通大臣許可

◇下請けに発注する工事の金額による区分
　・一定額未満の工事……………………………………… … 一般建設業許可
　・一定額以上の工事……………………………………… … 特定建設業許可

建設業許可の申請１
ステップ

・「経営状況分析の結果」に加え「経営規模」、「技術力」、「その他の社会性等」など
  建設業者の総合的な能力が審査され数値化されます。そして、この結果を基に入札時の
  格付けが決定されます。

・申請先は、国土交通大臣許可の場合は各地方整備局長、都道府県知事許可の場合は
　都道府県知事となります。

・経営事項審査の有効期間は審査基準日から 1年7ヶ月です。

経営事項審査の申請4
ステップ

・決算の内容について国土交通大臣の登録を受けた機関で分析を受けます。
　結果は数値で評価されます。

・税務署に申告する決算報告書ではなく、建設業法に基づいた「財務諸表」を
　作成して提出する必要があります。

経営状況分析の申請2
ステップ

・毎事業年度経過後、4ヶ月以内に決算の内容と工事の経歴を本店所在地の都道府県に　
　届出が必要です。

・公共工事の入札に参加しない事業所も提出しなければなりません。

事業年度終了報告書（決算変更届）の提出
3

ステップ

※一定額とは発注者から直接請け負う工事 1 件につき、4,000 万円（建築一式工事の場合は
　6,000万円）以上となる下請契約を締結するかどうかで区分されます。



13公共工事の入札に参加するには

　　　　　　　　　　     公共工事の入札に参加するためには、許可申請や様 々な審査を受けるなどの手続が必要です。

建設業許可申請から入札参加資格申請まで、行政書士は建設業法の
プロとして各種手続を行います。建設業に関わる各種申請について
は、お近くの行政書士までお問い合わせください。

・公共工事の入札を希望する公共機関へ、入札参加資格の申請を行います。

・申請には定期申請と随時申請があり、有効期間は入札を行う機関によって異なります。

・「直近の経営事項審査の結果」と「主観的事項」をもとに入札時の格付けが決定され、
　格付けに応じた工事の入札に参加することができます。

入札参加資格申請5
ステップ

決算

経営状況分析

事業年度終了報告

経営事項審査

入札参加資格申請

入札に参加

経営事項審査の有効期間は決算から1年7ヶ月

4ヶ月以内

《決算から入札までの流れ》
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会　場 実施日 時　間 お問い合せ先

あ

上尾市役所（要予約） 毎月第3火曜日 13：00 〜 16：00 市民相談室 　048-775-4643

上尾支部事務所 毎週 火・木・土 12：00 〜 16：00
上尾支部　　048-776-3367上尾支部事務所

（レディースデイ）
毎月15日

（相談者・相談員とも女性のみ） 　9：30 〜 12：00

朝霞市産業文化センター 日程は朝霞支部にお問い合せください 朝霞支部　　048-462-2666

伊奈町役場 毎月第 3 水曜日 13：00 〜 16：00 住民相談室 　048-721-2111（代）

入間市役所（要予約） 毎月第２・第４火曜日 13：00 〜 15：40 市民相談室 04-2964-1111（代）

小川町役場 毎月第２金曜日    9：00 〜 12：00 防災地域
支 援 課　　 0493-72-1221（代）

桶川市役所 月初開庁日 13：00 〜 16：00 秘書広報課 048-786-3211（代）

か

春日部市役所 毎月第３火曜日 13：30 〜 16：00 春日部支部 　048-812-5092

川口市役所（要予約） 毎月第１･第３水曜日 13：30 〜 16：00 市民相談室　 048-258-1110（代）

川越市役所 毎月第４木曜日 10：00 〜 16：00 広聴課　 　 049-224-5022

川越市・クラッセ川越
国際交流センター 毎月第４土曜日 13：00 〜 18：00

在留資格・VISAの相談　
川越市役所国際文化交流担当
　　　　　　049-224-5506

川島町役場 奇数月の第３水曜日 10：00 〜 12：00 総務課 　　　049-299-1753

北本市文化センター 　日程は鴻巣支部にお問い合せください 鴻巣支部 　　048-541-1459

行田市 VIVAぎょうだ 毎月第２水曜日（要予約） 13：00 〜 16：00 埼北支部 　　048-554-2702

行田商工会議所 奇数月の第 4 水曜日（要予約） 13：00 〜 16：30 指導課　　　　048-556-4111

久喜市
ふれあいセンター久喜 毎月第３水曜日 18：00 〜 20：00

久喜市役所生活安全課
0480-22-1111（代）内線 2633

久喜市鷲宮総合支所

毎月第３水曜日 14：00 〜 16：00　〃　栗橋総合支所

　〃　菖蒲総合支所

熊谷市役所 毎月第１月曜日 13：00 〜 16：00 市民相談室 048-524-1111（代）

鴻巣市 クレアこうのす 日程は鴻巣支部にお問い合せください 鴻巣支部　　048-541-1459

越谷市中央市民会館 毎月第１金曜日 10：00 〜 15：00 くらし安心課　048-963-9156

さ

さいたま市北 区 役 所 毎月第４木曜日

13：30 〜 16：30
※市内在住者対象

くらし応援室 048-669-6026

　　〃　　大宮区役所 毎月第３火曜日 くらし応援室 048-646-3026

　　〃　　中央区役所 毎月第３金曜日 くらし応援室 048-840-6026

　　〃　　南 区 役 所 毎月第２火曜日 くらし応援室 048-844-7136

　　〃　　緑 区 役 所 毎月第１木曜日 くらし応援室 048-712-1137

　　〃　　岩槻区役所 毎月第４水曜日 くらし応援室 048-790-0128

坂戸市役所 毎月第 2 火曜日 10：00 〜 12：00 市民生活課　049-283-1331（代）

幸手市役所 毎月第 3 火曜日 13：30 〜 16：00 春日部支部 048-812-5092

狭山市役所 毎月第４水曜日 13：00 〜 15：00 市民相談室　04-2953-1111

白岡市 はぴすしらおか 毎月第３水曜日 14：00 〜 16：00 埼葛支部　　0480-25-5567

杉戸町役場 奇数月の 25 日 13：30 〜 16：00 春日部支部 　048-812-5092

草加市役所（要予約） 毎月第４木曜日  　9：00 〜 12：00 広聴相談課　048-922-0566

平成
30年度
平成
30年度
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会　場 実施日 時　間 お問い合せ先

た

秩父市役所 毎月第 2 火曜日 13：00 〜 15：00 市民生活課　0494-25-5200

鶴ヶ島市役所 毎月第 2･ 第 4 木曜日 13：00 〜 16：00 地域活動推進課　049-271-1111（代）

ときがわ町
家族相談支援センター

5/21・7/17・9/18・11/19・
Ｈ31.1/21・3/18 10：00 〜 12：00 家族相談支援センター

　　　　　　0493-66-0222

所沢市役所 毎月第 1･ 第 3 火曜日 10：00 〜 12：00 所沢支部 　　04-2936-8648

戸田市役所 偶数月の第 3 月曜日 10：00 〜 12：00 防犯くらし交通課
　　　　　　048-441-1800（代）

な
長瀞町役場 毎月第３月曜日 13：00 〜 15：00 総務課　　　　0494-66-3111（代）

滑川町役場 奇数月の第 4 木曜日 10：00 〜 12：00 東松山支部 0493-62-2622

は

蓮田市役所 毎月第３火曜日 13：30 〜 15：30 広報広聴課 　048-768-3111

鳩山町役場 偶数月の第 4 水曜日 　9：00 〜 12：00 総務課 　 　 049-296-1214

羽生市商工会（市民プラザ内） 毎月第 2 火曜日（要予約） 13：00 〜 16：00 羽生市商工会　048-561-2134

羽生市役所 毎月第 4 火曜日（要予約） 13：00 〜 16：00 市民生活課　048-561-1121

飯能市民活動センター
（丸広百貨店７階） 偶数月の第 2 水曜日 13：30 〜 15：30 飯能支部 　　042-989-9909

東松山市役所分室 偶数月の第 3 木曜日 13：10 〜 16：40 広報広聴課 0493-21-1414

日高市生涯学習センター 奇数月の第 2 水曜日 13：30 〜 15：30 飯能支部 　 042-989-9909

深谷商工会議所 毎月第 4 水曜日 　9：00 〜 12：00 経営支援課 　048-571-2145

富士見市水谷公民館 4/11

10：00 〜 16：00 正木事務所　049-251-3966

〃ふじみ野交流センター 6/13

〃鶴瀬西交流センター 8/8

　 〃　鶴瀬公民館 12/12

　 〃　南畑公民館 H31.2/13

ふじみ野市役所本庁舎 毎週 月・水・金
13：00 〜 16：00 市民総合相談室　049-262-9025

（市内在住 ･ 在勤者対象、要予約）　〃　大井総合支所 毎週 火・水・木・金

本庄商工会議所 毎月第 4 水曜日 13：00 〜 16：00 本庄商工会議所　0495-22-5241

ま

宮代町役場 偶数月の第 3 木曜日 13：30 〜 16：00 春日部支部　048-812-5092

三郷市青少年ホーム 毎月第 4 火曜日　 13：30 〜 15：30 市民相談室　048-930-7724

三芳町役場 5/23・Ｈ31.1/23・3/27

10：00 〜 16：00 渡邉事務所　049-292-9948
　 〃　藤久保公民館 7/25

　 〃　竹間沢公民館 9/26

　 〃　中央公民館 11/28

毛呂山町役場 毎月第３水曜日 10：00 〜 15：00 総務課 　　　049-295-2112（代）

や

八潮市役所 毎月第３月曜日 13：00 〜 16：00 広聴広報課　048-996-2111

吉川市民交流センター
おあしす 毎月第 1 木曜日 13：30 〜 15：30 庶務課 　　　048-982-9458

吉見町勤労福祉センター 奇数月の第 3 木曜日 14：00 〜 16：00 東松山支部 0493-62-2622

寄居町商工会 偶数月の第 2 金曜日 13：00 〜 16：00 寄居町商工会 048-581-2161

ら 嵐山町役場 偶数月の第 3 木曜日 10：00 〜 12：00 地域支援課 0493-62-2152

わ
蕨市役所（要予約） 毎月第 4 水曜日 13：00 〜 15：00 市民活動推進室 048-433-7745

和光市 本町地域センター 6/9 13：00 〜 16：00 朝霞支部　　048-462-2666

　県内各地で定期的に行政書士の無料相談会が行われています。お気軽にご利用ください。なお、
会場によっては事前予約が必要となります。また、会場や開催日が変更になる場合がありますので、
お問い合せの上、ご来場ください。

※前号で一部会場の記載漏れがありましたことをお詫びいたします。
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事業と暮らしをサポートします事業と暮らしをサポートします

行政書士
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県内2,300名の行政書士が県内2,300名の行政書士が

事業に関する相談
●法人設立 ●建設業許可 ●宅建業免許
●運送業許可 ●風俗営業許可
●産業廃棄物処理業許可

暮らしに関する相談
●相続・遺言 ●内容証明 ●各種契約書
●交通事故 ●成年後見

お問い合せ・ご相談は

埼玉県行政書士会
TEL 048（833）1132〈紛争解決専用〉

法務大臣認証第114号　行政書士ADRセンター埼玉

〒330－0062 さいたま市浦和区仲町3－11－11（行政書士会会館）
ホームページ http://www.sglsa.jp　Eメール sglsa@mth.biglobe.ne.jp

TEL.048－833－0900 　FAX.048－833－0777
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（ご依頼の際は、会員証を確認しましょう）（ご依頼の際は、会員証を確認しましょう）

〒330-0062 さいたま市浦和区仲町3丁目11番11号　　TEL.048-833-0900　FAX.048-833-0777 埼玉県行政書士会
彩りコミュナス Vol.11  平成30年4月1日発行　　編集･発行：埼玉県行政書士会　 http://www.sglsa.jp


